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○ 取扱い 

 原則として、精密眼底検査と眼底カメラの併施算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 眼底カメラは精密眼底検査の画像を捉えるための 1つの手法であり、ま

た精密眼底検査は、眼底の血管の状況を診断するための手法である。 

 


